
 1 

高知県教育委員会 会議録 

令和５年１月定例委員会 

場所：教育委員室 

 

（１） 開会及び閉会に関する事項 

開会 令和５年１月１２日（木）１４：１５ 

閉会 令和５年１月１２日（木）１４：４８ 

 

（２）教育委員会出席者及び欠席者の氏名 

 出席者    教育長        長岡 幹泰 

教育委員       平田 健一 

         教育委員       森下 安子 

         教育委員       町田 美紀 

        教育委員       弥勒 美彦 

  欠席者    教育委員       永野 隆史 

 

（３）高知県教育委員会会議規則第８条、第９条の規定によって出席した者の氏名 

  高知県教育委員会事務局 教育次長（総括）     合田 和穂 

       〃      教育次長         竹﨑  実 

〃      教育政策課長        鈴木 智哉 

〃      教職員・福利課長     中平 貢正（付議第 4号を除く） 

〃      保健体育課長       前田 義朗（付議第 4号のみ） 

〃      教育政策課課長補佐    三谷 玲子 

〃      教育政策課主任指導主事  井上 雄二（会議録作成） 

       〃      教育政策課主査      前田つぼ美（会議録作成） 

 

（４）議事の大要及び教育長等の報告の要旨 

【冒頭】   

  教育長      １月定例委員会を開催する。 

教育次長（総括） （提案説明） 

 教育長      付議第２号から第４号は、個人の情報を含む議案のため、非公開の

取り扱いとしたいが、賛成の委員は挙手をお願いする。 

 各委員      全員挙手 

教育長      それでは、付議第２号から第４号を非公開の取扱いとする。 

 

 

【付議第１号 高知県教育委員会会議規則の一部を改正する規則及び高知県教育委員会会議 

オンライン会議システム利用による会議運営要領に関する議案 

（教育政策課）】 

○教育政策課長 説明 

○質疑                                 
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平田委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

教育委員は、自宅等にオンラインシステムで参加できるような条件を備

える必要性が求められるということか。 

 

少なくとも、周りに人がいない状況などの場を設定していただくことが

前提になる。具体的な実施場所については、オンライン参加の申請をいた

だいた際に調整させていただく。例えば、公衆の場など周りにたくさん人

がいる中での参加となる場合には、個室などのできる限り外の音声が入ら

ないような場所でやっていただくといった個別の調整はあり得る。 

 

パソコンや Wi-Fiなど、そういう環境を整えておく必要があるというこ

とか。 

 

そうである。端末については、基本的には個人で使用されているタブレ

ットや携帯電話などの端末で参加することを想定している。 

 

 

付議第１号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第１号を原案のとおり議決する。 

  

 

 

【付議第２号 令和５年秋の叙勲（教育功労）候補者推薦議案     （教職員・福利課）】 

○教職員・福利課長 説明 

○質疑                                 【非公開】 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

【非公開議案】 

 

 

付議第２号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第２号を原案のとおり議決する。 

 

 

 

【付議第３号 令和５年秋の叙勲（地方教育行政功労）候補者推薦議案 （教職員・福利課）】 

○教職員・福利課長 説明 

○質疑                                 【非公開】 

 

 

 

教育長 

各委員 

【非公開議案】 

 

 

付議第３号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 
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教育長 付議第３号を原案のとおり議決する。 

 

 

 

【付議第４号 令和５年秋の叙勲（学校保健功労）候補者推薦議案    （保健体育課）】 

○保健体育課長 説明 

○質疑                                 【非公開】 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

【非公開議案】 

 

 

付議第４号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第４号を原案のとおり議決する。 

 

 

（５）議決事項 

 

付議第１号から第４号        原案どおり議決 


